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 宍粟市特別職報酬等審議会条例 

 

 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、宍粟市特別職報酬等審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する

条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見

を聴くものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことが

できる。 

 

（委員） 

第３条 審議会は、委員５人以内をもって組織し、その委員は、宍粟市の区域内の公共的団体等

の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。 

 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総務担当課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

 

  改正附則 （略） 
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【宍粟市附属機関等の設置及び運営に関する要綱 一部抜粋】 

 

（会議の公開等） 

第６条 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、当該会議が次の各

号に該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないものとする。 

(１) 宍粟市情報公開条例（平成 17 年宍粟市条例第 17 号。以下「情報公開条例」とい

う。）第７条各号に規定する不開示情報を含む内容について審議等を行う場合 

(２) 会議を公開することにより、公正又は円滑な運営に著しい支障が生じると認められ

る場合 

２ 前項の会議の全部又は一部を非公開とするときは、原則として、附属機関等の長が会議

に諮って行うものとする。 

３ 附属機関等の会議を開催する際は、会議の名称、開催日時、開催場所、議題その他必要

な事項をあらかじめ公表し、会議の全部又は一部を公開しない場合にはその理由等につい

て、事前に公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、こ

の限りではない。 

４ 附属機関等の会議については、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、当該会

議録が情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報を含む場合は、会議録の全部又は一

部を公表しないものとする。 

 

 

 

 

【宍粟市情報公開条例 一部抜粋】 

 

（公文書の開示義務） 

第７条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲

げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示

請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 

  (５) 実施機関内部若しくは相互間又は市と国及び他の地方公共団体との間における審議、 

検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそ

れ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 
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用 語 解 説 
 

財政力指数 

 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額 ※１ を、基準

財政需要額 ※２ で除して得た数値の過去３か年の平均値。 

 １に近いほど、あるいは１を超えるほど財源に余裕があるものとさ

れている。   
  
【算定式】 

 基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額 （左記の過去３か年平均） 
 

ラスパイレス指数 

 職員の給与水準を国と比較するために用いられる指数。  
 比較しようとする地方公共団体の経験年数別職員構成などが、国の

構成と同一であると仮定した場合に算出される給料総額の比較指数で

あり、国の指数は１００として示される。    

経常収支比率 

 人件費、扶助費 ※３ 、公債費 ※４ のように毎年度経常的に支出

される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普

通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般

財源）に占める割合（％）。 
 財政構造の弾力性を判断するための指標で、比率が高いほど財政構

造の硬直化 ※５ が進んでいることを表す。     
【算定式】 
 経常経費充当一般財源 ÷ 経常一般財源総額×100  

標準財政規模 

 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる一般財

源の規模を示した指標。 
 通常水準の行政事務を行う上で必要な一般財源の総量で、財政指標

の算出等に利用される。   
【算定式】  
 (基準財政収入額 － 地方譲与税 ※６ 等) × 100 ÷ 75 ＋ 地方

譲与税等 ＋ 普通交付税 ＋ 臨時財政対策債 ※７ の発行可能額  
 
※１ 基準財政収入額 ＝ 各自治体が標準的な状態で徴収できる税収のこと。（税交付金や地方譲 
            与税を含む。） 
※２ 基準財政需要額 ＝ 各自治体が行政事務を遂行するために必要な経費のこと。  
※３ 扶  助  費 ＝ 児童、高齢者、障害者、生活困窮者などに対して国や地方公共団体が 
            行う支援に要する経費。  
※４ 公  債  費 ＝ 公債の償還や利子の支払いに要する経費。  
※５ 財政構造の硬直化 ＝ 予算（財源）のうち、経常的経費の占める割合が高くなることで、新 
            規事業のための弾力的な財政運営が困難になること。 
※６ 地 方 譲 与 税 ＝ 国が徴収した特定の税目（自動車重量税など）の税収について、一定 
            の基準により地方公共団体に譲与するもの。 
※７ 臨時財政対策債 ＝ 地方一般財源の不足を補うために特例として発行される地方債。必要 
            に応じて地方自治体が発行し、償還費用は全額、国が負担する。 
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―
4
.4

0
月

（
※

４
）

―
4
.3

5
月

（
※

３
）

―

平
成

２
０

年
4
.5

0
月

―
4
.5

0
月

＋
0
.0

5
月

4
.4

0
月

―
4
.3

5
月

―

平
成

２
１

年
4
.1

5
月

▲
0
.3

5
月

4
.1

5
月

▲
0
.3

5
月

4
.0

5
月

▲
0
.3

5
月

4
.0

0
月

▲
0
.3

5
月

平
成

２
２

年
3
.9

5
月

▲
0
.2

0
月

3
.9

5
月

▲
0
.2

0
月

3
.8

5
月

▲
0
.2

0
月

3
.8

0
月

▲
0
.2

0
月

平
成

２
３

年
3
.9

5
月

―
3
.9

5
月

―
3
.8

5
月

―
3
.8

0
月

―

平
成

２
４

年
3
.9

5
月

―
3
.9

5
月

―
3
.8

5
月

―
3
.8

0
月

―

平
成

２
５

年
3
.9

5
月

―
3
.9

5
月

―
3
.8

5
月

―
3
.8

0
月

―

平
成

２
６

年
4
.1

0
月

＋
0
.1

5
月

4
.1

0
月

＋
0
.1

5
月

4
.0

0
月

＋
0
.1

5
月

4
.0

0
月

＋
0
.2

0
月

平
成

２
７

年
4
.2

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.2

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.1

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.1

0
月

＋
0
.1

0
月

平
成

２
８

年
4
.3

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.3

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.2

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.2

0
月

＋
0
.1

0
月

平
成

２
９

年
4
.4

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.4

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.2

0
月

―
4
.2

0
月

―

平
成

３
０

年
4
.4

5
月

＋
0
.0

5
月

4
.4

5
月

＋
0
.0

5
月

4
.2

0
月

―
4
.2

0
月

―

令
和

元
年

（
案

）
4
.5

0
月

＋
0
.0

5
月

4
.5

0
月

＋
0
.0

5
月

人
勧

の
実

施
状

況
宍

粟
市

（
一

般
職

）
宍

粟
市

（
特

別
職

：
三

役
）

宍
粟

市
（
議

員
）

（
※

２
）

合
併

後
の

厳
し

い
財

政
状

況
を

受
け

遡
及

改
定

せ
ず

、
翌

年
度

か
ら

改
定

（
※

１
）

議
会

で
議

員
が

自
ら

否
決

し
改

定
見

送
り （
※

４
）

市
長

と
議

員
で

協
議

し
、

改
定

見
送

り

（
※

３
）

市
長

と
議

員
で

協
議

し
、

改
定

見
送

り

特
別

職
（
三

役
）
と

議
員

と
の

支
給

率
を

差
を

な
く
す

た
め

同
率

に
す

る
よ

う
改

定

6



職
員

と
の

比
較

（
合

併
以

降
の

報
酬

等
推

移
）

※
期

末
手

当
の

欄
は

、
期

末
手

当
と

勤
勉

手
当

を
合

わ
せ

た
年

間
支

給
月

数
を

記
載

し
て

い
ま

す
。

（
単

位
：
月

）

月
例

給
勧

告
率

期
末

勤
勉

支
給

月
数

対
前

年
比

増
減

市
長

副
市

長
教

育
長

期
末

手
当

対
前

年
比

増
減

議
長

副
議

長
議

員
期

末
手

当
対

前
年

比
増

減

H
1
7
.4

4
1
.8

3
4
0
,3

1
3

4
0
2
,8

8
7

▲
0
.3

6
％

4
.4

5
月

＋
0
.0

5
月

8
6
0
,0

0
0

7
0
0
,0

0
0

6
5
0
,0

0
0

4
.4

月
＋

0
.0

5
月

3
9
8
,0

0
0

3
0
2
,0

0
0

2
8
0
,0

0
0

4
.3

5
月

―

H
1
7
.1

0
9
4
0
,0

0
0

7
6
0
,0

0
0

6
8
5
,0

0
0

4
6
2
,0

0
0

3
8
2
,0

0
0

3
5
7
,0

0
0

H
1
8

4
2
.1

3
4
3
,3

2
9

4
3
1
,4

4
5

2
8
,5

5
8

―
―

(8
4
6
,0

0
0
)

(7
2
2
,0

0
0
)

(6
5
0
,7

5
0
)

―
―

H
1
9

4
2
.4

3
3
8
,4

1
3

4
2
0
,3

0
7

▲
 1

1
,1

3
8

▲
0
.3

5
％

4
.5

0
月

（
4
.4

5
月

）
＋

0
.0

5
月

（
－

）
―

―

H
2
0

4
2
.0

3
3
5
,2

0
4

3
9
9
,0

8
1

▲
 2

1
,2

2
6

―
―

（
4
.5

0
月

）
―

（
＋

0
.0

5
月

）
―

―

H
2
1

4
2
.8

3
3
5
,2

3
4

4
2
7
,9

8
1

2
8
,9

0
0

▲
0
.2

2
％

4
.1

5
月

▲
0
.3

5
月

4
.0

5
月

▲
0
.3

5
月

4
.0

0
月

▲
0
.3

5
月

H
2
2

4
2
.9

3
3
4
,2

1
6

4
3
0
,1

4
8

2
,1

6
7

▲
0
.1

9
％

3
.9

5
月

▲
0
.2

0
月

8
8
0
,0

0
0

7
1
2
,0

0
0

6
3
8
,0

0
0

3
.8

5
月

▲
0
.2

0
月

4
4
8
,0

0
0

3
7
0
,0

0
0

3
4
6
,0

0
0

3
.8

0
月

▲
0
.2

0
月

H
2
3

4
2
.9

3
3
1
,4

8
9

4
3
1
,3

0
4

1
,1

5
6

▲
0
.2

3
％

―
―

―

H
2
4

4
3
.1

3
3
0
,7

4
5

4
1
5
,8

4
1

▲
 1

5
,4

6
3

―
―

―
―

H
2
5

4
3
.1

3
3
0
,7

0
5

4
1
1
,1

2
2

▲
 4

,7
1
9

―
―

―
―

H
2
6

4
3
.1

3
3
1
,5

5
8

4
1
3
,8

9
6

2
,7

7
4

0
.2

7
％

4
.1

0
月

＋
0
.1

5
月

4
.0

月
＋

0
.1

5
月

4
.0

月
＋

0
.2

0
月

H
2
7

4
3
.5

3
3
0
,6

2
3

4
2
1
,9

3
1

8
,0

3
5

0
.3

6
％

4
.2

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.1

月
＋

0
.1

0
月

4
.1

月
＋

0
.1

0
月

H
2
8

4
2
.9

3
2
6
,5

1
5

4
1
4
,2

0
4

▲
 7

,7
2
7

0
.1

7
％

4
.3

0
月

＋
0
.1

0
月

8
8
0
,0

0
0

7
1
2
,0

0
0

6
3
8
,0

0
0

4
.2

月
＋

0
.1

0
月

4
4
8
,0

0
0

3
7
0
,0

0
0

3
4
6
,0

0
0

4
.2

月
＋

0
.1

0
月

H
2
9

4
2
.7

3
2
4
,2

8
6

4
1
0
,6

5
9

▲
 3

,5
4
5

0
.1

5
％

4
.4

0
月

＋
0
.1

0
月

4
.2

月
―

4
.2

月
―

H
3
0

4
2
.0

3
1
8
,2

6
4

3
9
4
,6

9
3

▲
 1

5
,9

6
6

0
.1

5
％

4
.4

5
月

＋
0
.0

5
月

4
.2

月
―

4
.2

月
―

R
0
1
（
案

）
0
.1

5
％

4
.5

0
月

＋
0
.0

5
月

※
Ｈ

2
5
.7

月
～

Ｈ
2
6
.3

月
：
職

員
、

特
別

職
（
３

役
）
、

議
員

と
も

国
の

要
請

（
東

北
大

震
災

財
源

措
置

等
）
に

伴
う

減
額

措
置

実
施

※
Ｈ

1
8
～

2
1
年

度
は

特
別

職
（
３

役
）
は

報
酬

月
額

の
減

額
措

置
（
1
0
％

独
自

カ
ッ

ト
）
を

実
施

給
料

（
報

酬
）
月

額
　

：
　

（
一

般
職

員
）
　

1
.2

6
％

～
5
.6

％
減

期
末

（
勤

勉
）
手

当
　

：
　

（
一

般
職

員
）
　

３
％

減
※

Ｈ
2
1
.1

～
2
月

は
市

長
は

さ
ら

に
３

０
％

、
副

市
長

は
１

０
％

を
独

自
カ

ッ
ト

　
：
　

（
特

別
職

３
役

）
　

1
0
％

減
　

：
　

（
特

別
職

３
役

）
　

３
％

減

　
：
　

（
議

員
）
　

5
％

減

管
理

職
手

当
月

額
　

：
　

5
％

減

年
度

※
網

掛
け

は
審

議
会

開
催

年
度

平
均

年
齢

（
歳

）

平
均

給
料

月
額

(円
）

平
均

給
与

月
額

(円
）

対
前

年
比

増
減

額
（
円

）

一
般

行
政

職

（
参

考
）
給

与
勧

告
の

実
施

状
況

特
別

職
（
３

役
）

報
酬

月
額

（
円

）
全

議
員

報
酬

月
額

（
円

）

1
7
年

議
会

で
議

員
部

分
の

み
否

決 Ｂ
Ａ

市
長
が
議
員
と
協
議

し
、
期
末
手
当
支
給
率

改
正
せ
ず

7



過
去

の
特

別
職

報
酬

等
審

議
会

の
審

議
結

果
等

審
議

回
数

　
４

回

改
定

状
況

　
９

月
議

会
に

て
改

正
条

例
の

議
決

　
（

Ｈ
1

7
年

1
0

月
実

施
）

答
申

内
容

答
申

の
趣

旨

意
見

要
望

等

　
３

月
議

会
に

て
改

正
条

例
は

否
決

　
（

未
実

施
）

　
３

月
議

会
に

て
改

正
条

例
の

議
決

　
（

Ｈ
2

2
年

度
実

施
）

　
県

内
に

お
け

る
人

口
規

模
、

標
準

財
政

規
模

の
類

似
団

体
と

の
比

較
検

討
並

び
に

合
併

市
と

の
比

較
検

討
を

行
い

、
合

併
市

の
平

均
と

の
差

を
考

慮
し

た
額

と
す

る
。

　
議

員
報

酬
に

つ
い

て
は

、
上

記
の

ほ
か

、
他

の
合

併
市

に
お

け
る

定
数

減
の

実
施

状
況

を
考

慮
し

、
合

併
市

の
平

均
か

ら
４

％
の

減
額

　
特

別
職

は
職

務
に

応
じ

た
給

与
水

準
が

保
持

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

厳
し

い
財

政
状

況
を

考
慮

し
、

職
員

の
給

与
水

準
が

平
均

4
.8

%
引

き
下

げ
ら

れ
て

い
る

状
況

か
ら

、
特

別
職

に
お

い
て

も
同

様
に

引
下

げ
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

　
Ｈ

1
7

年
度

と
同

様
に

、
県

内
に

お
け

る
人

口
規

模
、

標
準

財
政

規
模

の
類

似
団

体
並

び
に

合
併

市
の

平
均

と
の

差
を

考
慮

し
た

額
と

す
る

。

　
今

後
の

経
済

状
況

や
市

の
人

口
動

態
の

変
動

に
的

確
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
２

年
ご

と
に

見
直

し
を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

　
社

会
経

済
情

勢
等

の
変

化
や

市
の

財
政

状
況

を
踏

ま
え

、
報

酬
額

等
の

客
観

的
な

要
素

が
生

じ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

審
議

会
へ

の
諮

問
を

行
う

こ
と

。
　

報
酬

等
の

額
は

、
職

務
職

責
に

応
じ

た
適

正
な

額
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
社

会
経

済
情

勢
等

の
変

化
や

市
の

財
政

状
況

を
踏

ま
え

、
報

酬
額

等
の

客
観

的
な

要
素

が
生

じ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

審
議

会
へ

の
諮

問
を

行
う

こ
と

。
　

報
酬

等
の

額
は

、
職

務
職

責
に

応
じ

た
適

正
な

額
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
３

回
　

４
回

項
目

平
成

１
７

年
度

平
成

１
９

年
度

平
成

２
１

年
度

諮
問

の
趣

旨

諮
問

内
容

 市
　

長
　

8
6

0
千

円
　

→
　

9
0

0
千

円
 助

　
役

　
7

0
0

千
円

　
→

　
7

3
0

千
円

 教
育

長
　

6
5

0
千

円
　

→
　

6
5

0
千

円
 議

　
長

　
3

9
8

千
円

　
→

　
4

7
5

千
円

 副
議

長
　

3
0

2
千

円
　

→
　

4
0

0
千

円
 議

　
員

　
2

8
0

千
円

　
→

　
3

5
7

千
円

　
白

紙
諮

問
（

現
行

の
報

酬
が

適
切

か
ど

う
か

）
　

白
紙

諮
問

（
現

行
の

報
酬

が
適

切
か

ど
う

か
）

　 　
合

併
協

議
会

に
て

合
併

時
の

特
別

職
の

報
酬

等
は

、
山

崎
町

の
例

と
し

、
合

併
後

速
や

か
に

調
整

す
る

決
定

事
項

を
受

け
、

人
口

規
模

等
の

類
似

団
体

等
を

参
考

に
、

市
の

財
政

状
況

等
の

特
別

事
情

を
考

慮
し

た
額

を
諮

問

　 　
Ｈ

1
7

年
度

の
改

定
か

ら
２

年
が

経
過

し
た

こ
と

を
受

け
、

現
行

の
報

酬
等

の
額

が
適

切
か

ど
う

か
を

諮
問

　
Ｈ

1
7

年
度

の
改

定
後

４
年

が
経

過
し

、
県

内
に

お
け

る
人

口
規

模
、

標
準

財
政

規
模

の
類

似
団

体
並

び
に

合
併

市
に

お
け

る
報

酬
等

の
変

動
に

よ
り

、
現

行
の

報
酬

等
の

額
が

適
切

か
ど

う
か

諮
問

　
特

別
職

　
　

５
％

の
引

下
げ

　
議

会
議

員
　

５
％

の
引

下
げ

　
特

別
職

　
　

概
ね

６
％

の
引

下
げ

　
議

会
議

員
　

概
ね

３
％

の
引

下
げ

 市
　

長
 9

4
0

千
円

　
助

　
役

 7
6

0
千

円
 教

育
長

 6
8

5
千

円
　

議
　

長
 4

5
0

千
円

 副
議

長
 3

7
0

千
円

　
議

　
員

 3
4

5
千

円

平
成

２
７

年
度

　
白

紙
諮

問
（

現
行

の
報

酬
が

適
切

か
ど

う
か

）

　
Ｈ

2
1

年
度

の
改

定
後

６
年

が
経

過
し

、
近

隣
団

体
の

状
況

や
消

費
者

物
価

等
の

社
会

情
勢

、
市

の
財

政
状

況
等

を
勘

案
し

、
現

行
の

報
酬

等
の

額
が

適
切

か
ど

う
か

諮
問

　
特

別
職

　
　

据
え

置
き

　
議

会
議

員
　

据
え

置
き

　
将

来
的

に
持

続
可

能
な

行
政

運
営

を
行

う
た

め
、

市
長

等
の

常
勤

の
特

別
職

並
び

に
議

会
議

員
各

位
が

、
そ

れ
ぞ

れ
の

職
務

と
職

責
の

重
要

性
を

認
識

さ
れ

、
山

積
す

る
市

民
の

要
望

に
応

え
る

べ
く

一
層

の
効

率
的

・
効

果
的

な
行

財
政

運
営

に
努

め
る

こ
と

。
　

市
民

の
期

待
を

損
な

わ
い

よ
う

し
っ

か
り

と
職

務
を

果
た

さ
れ

、
ま

た
、

若
い

世
代

が
希

望
を

も
て

る
取

組
を

期
待

す
る

。

　
３

回

　
据

え
置

き
の

た
め

、
条

例
改

正
な

し
。

　
県

内
に

お
け

る
各

種
指

標
の

類
似

団
体

（
人

口
規

模
、

標
準

財
政

規
模

、
合

併
市

等
）

と
の

比
較

に
お

い
て

、
均

衡
を

逸
し

て
い

る
状

態
に

な
い

。
　

職
責

の
重

さ
や

定
数

削
減

に
努

め
た

点
は

理
解

す
る

が
、

市
の

財
政

状
況

等
を

踏
ま

え
る

と
据

え
置

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

※
 平

成
２

３
年

度
 及

び
 平

成
２

５
年

度
は

、
未

開
催

【
支

給
率

改
定

に
関

す
る

考
え

方
】

　
・

一
般

職
員

に
準

じ
て

人
事

院
勧

告
ど

　
　

お
り

の
改

定
は

行
わ

な
い

。
　

・
人

事
院

勧
告

に
よ

る
期

末
手

当
支

給
　

　
割

合
の

改
定

が
な

さ
れ

た
場

合
は

、
　

　
審

議
会

を
開

催
す

べ
き

。
　

・
審

議
会

の
開

催
予

定
の

な
い

年
度

で
　

　
あ

っ
て

、
人

事
院

勧
告

が
な

さ
れ

な
　

　
か

っ
た

場
合

も
、

社
会

情
勢

等
に

大
　

　
き

な
変

化
が

あ
る

と
き

は
、

審
議

会
　

　
を

開
催

す
べ

き
。

　
・

画
一

的
に

、
毎

年
開

催
す

る
必

要
は

　
　

な
い

。

　
１

回

　
据

え
置

き
の

た
め

、
条

例
改

正
な

し
。

平
成

３
０

年
度

　
白

紙
諮

問
（

現
行

の
期

末
手

当
が

適
切

か
ど

う
か

等
）

　
期

末
手

当
の

支
給

割
合

を
職

員
と

同
様

（
人

事
院

勧
告

に
準

じ
）

に
改

定
す

る
こ

と
の

是
非

 及
び

 人
事

院
勧

告
に

よ
る

改
定

が
示

さ
れ

た
場

合
の

支
給

率
改

定
に

関
す

る
考

え
方

に
つ

い
て

諮
問

※
　

報
酬

に
つ

い
て

は
諮

問
し

な
い

。

　
特

別
職

　
　

据
え

置
き

　
議

会
議

員
　

据
え

置
き

　
当

市
の

財
政

状
況

が
著

し
く

好
転

し
た

と
は

い
え

な
い

こ
と

や
、

地
域

の
経

済
状

況
な

ど
を

踏
ま

え
総

合
的

に
判

断
し

、
現

行
の

期
末

手
当

支
給

割
合

を
据

え
置

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

　
現

行
の

報
酬

は
今

ま
で

の
議

論
の

結
晶

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
尊

重
し

、
こ

の
２

年
間

に
財

政
状

況
が

大
幅

に
改

善
さ

れ
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

据
え

置
く

べ
き

で
は

な
い

か
。

　
議

員
の

活
動

が
目

に
見

え
な

い
。

難
し

い
と

思
う

が
推

し
量

る
指

標
が

必
要

で
は

な
い

か
。

　
地

域
で

経
済

が
循

環
す

る
仕

組
み

、
そ

れ
に

よ
り

市
の

財
政

状
況

が
改

善
さ

れ
る

よ
う

な
取

組
み

を
熱

望
す

る
。

　
３

回

　
据

え
置

き
の

た
め

、
条

例
改

正
な

し
。

平
成

２
９

年
度

　
白

紙
諮

問
（

現
行

の
報

酬
等

が
適

切
か

ど
う

か
）

　 　
H

2
7

年
度

の
開

催
か

ら
２

年
が

経
過

し
、

そ
の

間
の

各
種

情
勢

・
環

境
の

変
化

を
考

慮
す

る
中

で
、

現
行

の
報

酬
等

の
額

が
適

正
か

否
か

、
ま

た
期

末
手

当
に

つ
い

て
職

員
と

同
様

（
人

事
院

勧
告

に
準

じ
る

）
に

改
定

す
る

こ
と

に
つ

い
て

諮
問

　
特

別
職

　
　

報
酬

・
期

末
手

当
と

も
据

え
置

き
　

議
会

議
員

　
報

酬
・

期
末

手
当

と
も

据
え

置
き

　
県

内
に

お
け

る
各

種
指

標
の

類
似

団
体

（
人

口
規

模
、

標
準

財
政

規
模

、
合

併
市

等
）

と
の

比
較

に
お

い
て

、
概

ね
当

市
の

状
況

に
相

応
し

た
状

態
に

あ
る

。
　

職
責

の
重

さ
や

改
革

に
取

り
組

ま
れ

た
点

は
理

解
す

る
が

、
市

の
財

政
や

地
域

経
済

の
状

況
等

を
踏

ま
え

る
と

据
え

置
く

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
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